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第１章 プログラムの概要 

１ 策定の趣旨 

  平成１７（2005）年４月に発達障害者支援法が施行され、発達障害が法律上位置

づけられるとともに、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見、早期

の発達支援、就労・地域生活等に関する支援及び発達障害者の家族への支援を図るこ

とが規定されました。 

  そのため、本市では、「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」を策定

し、支援に取り組んできましたが、現行プログラムの計画期間が平成２９（2017）

年度で終期を迎えます。 

  発達障害については、他の障害に比べて、認知されはじめて日が浅く、一層の啓発

が求められるとともに、平成２８（2016）年８月に「発達障害者支援法の一部を改

正する法律」が施行され、発達障害者へのより一層の支援の充実が求められているこ

となどから、今後とも発達障害者の支援に係る事業・取組を充実していく必要があり

ます。 

こうしたことから、本市では、引き続き、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係

機関が連携を図り、共通の視点に立って、発達障害者への支援を総合的、計画的に進

めていくために、平成３０（2018）年度から平成３５（2023）年度までの６年間

を計画期間とする、新たな「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」を策

定しました。 

 

２ プログラムの性格 

  本プログラムは、「広島市障害者計画〔２０１８－２０２３〕」に掲げる発達障害者

支援に関する施策を実現していくための具体的な事業・取組を定めるものです。 

 

３ 計画期間 

  本プログラムの計画期間は、「広島市障害者計画〔２０１８－２０２３〕」の計画期

間に合わせ、平成３０（2018）年度から平成３５（2023）年度までの６年間とし

ます。 

 

４ 基本方針 

  発達障害者支援に関する事業・取組を展開するに当たり、次の３つの基本方針を掲

げます。 

 ⑴ 発達障害を早期発見し、速やかに適切な支援を行うための体制の充実 

発達障害のある子どもを早期に発見し、その子どもの状況に応じた適切な支援を

速やかに行うための体制の充実を図ります。 
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 ⑵ 乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた一貫した支援 

乳幼児期から成人期までのライフステージに応じた適切な支援を行うとともに、

その支援がライフステージを通じて途切れることがないよう取り組みます。 

 

 ⑶ 共生社会の実現に向けた取組の推進 

   全ての発達障害者が社会参加の機会が確保され、地域社会において他の人々と共

生できるよう取り組みます。 

 

５ 取組の柱 

 ⑴ 早期発見のための取組・体制の充実 

   発達障害を早期に発見するため、乳幼児健診の充実を図るとともに、発達障害の

可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを促すための体制の充実に取り組みま

す。 

 

⑵ 療育・訓練体制の充実 

  発達障害を早期に診断し、速やかに専門的な発達支援を行うとともに、その家族

への支援を充実させるため、こども療育センターの機能強化と地域における療育の

充実に向けた支援に取り組みます。 

 

 ⑶ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実 

   発達障害者及びその家族が円滑に社会生活を送るため、保育園等・幼稚園・学校

において、こども療育センター等専門機関との連携や研修の実施等を図ることによ

り支援の専門性を向上させるとともに、地域において、生活支援、余暇活動の充実

等に取り組みます。 

 

 ⑷ 就労支援の充実 

   発達障害者の就職や職場定着を促進するため、関係機関との連携強化を図るとと

もに、障害の特性等に応じた適切な職場実習などの支援の充実に取り組みます。 

 

⑸ 相談支援の充実 

   発達障害者及びその家族に対して適切な助言や情報提供を行うため、相談支援事

業所の周知や研修を通じた相談員等の質の向上を図ることなどにより、相談支援体

制を充実させるとともに、関係機関が連携して連続性のある支援が行えるような仕

組みづくりに取り組みます。 

 

⑹ 発達障害についての理解の促進と社会的障壁の除去の推進 

   発達障害について市民、企業等の理解を促進するため、講演会の開催等普及啓発

の充実に取り組むとともに、社会的障壁の除去に向けた取組を推進します。  
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７ 推進方策 

 ⑴ 市民、企業等との協働 

   地域、ボランティア団体、企業等の多様な主体が発達障害者支援の重要性を認識

し、自主的・積極的に取り組めるよう環境整備を行うとともに、地域、ボランティ

ア団体、企業等と本市が協働して支援に取り組みます。 

 

 ⑵ 関係機関との連携 

   発達障害者への支援は、医療・保健・福祉・教育・労働など様々な分野にわたっ 

ていることから、関係機関と連携を図りながら、支援の総合的な推進に取り組みま 

す。推進に当たっては、関係団体等におけるノウハウの活用を図ります。 

  

 ⑶ 発達障害者支援センターの機能強化 

   発達障害者支援センターは、発達障害者支援の中核的な役割を担う機関としてよ

り専門性を高めていくとともに、積極的に医療・福祉・教育等との連携を図り、保

育園等・幼稚園・学校及び地域への支援を充実させていく必要があります。 

   そのため、子どもの医療・訓練・相談等の専門機関であるこども療育センターと

連携して、発達障害児の支援に関わるスタッフの充実を図る等により、発達障害者

支援センターの機能強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相談支援 

相談内容に応じた適切な指導又は助言、情報提供、関係機関への紹

介等を行う。 

○発達支援 

心理検査等を用いた評価とそれに基づく家庭生活での支援計画の

作成等を行う。 

○就労支援 

就労に向けての相談や必要な情報の提供、就労支援機関への紹介等

を行う。 

○関係機関等に対する普及啓発及び研修 

発達障害の特性や対応方法等について、関係機関等の職員を対象に

普及啓発や研修を実施する。 

○関係機関等との連携 

発達障害者支援連絡調整会議や個別支援のための調整会議等に参

加し、関係機関等とのネットワークの形成を図るとともに、必要に応

じて相互に助言や協力を行う。 

保育園等、幼稚園、学校等における発達障害児への支援については、

こども療育センターと連携して実施する。 

 

（※）発達障害者支援センターは、平成１７（2005）年１０月にこども療育センター内に開設した。 

発達障害者支援センターの役割 

〔在宅支援〕 

在宅の発達障害者及

びその家族 

〔関係機関等支援〕 

保育園等、幼稚園、

学校、福祉施設等 
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第２章 具体的な事業展開 

１ 早期発見のための取組・体制の充実 

  乳幼児健診等の充実を図り、発達障害の可能性がある子どもを持つ保護者の気づきを

促すための取組を行うとともに、こども療育センター等の医療機関への受診に至るまで

の支援を行う。 

事業・取組 概要 担当 

① 保護者への普及啓発  乳幼児健診で配付する子どもの成長・発達や、

生活習慣、健康づくりなどに関する啓発用パン

フレットに、発達障害についての情報を掲載し、

保護者の気づきを促進するとともに、周囲の理

解を深める。 

こども・家庭

支援課 

② 要観察児及び保護者

への支援 

●1 歳 6か月児健診の受診者のうち、発達障害

と思われ支援が必要な親子に対し、遊びを通じ

て具体的な関わり方を指導するとともに、保護

者の気づきを促すための親子教室を開催する。 

●乳幼児期の子どもの成長・発達についての相

談先を広く周知するためのリーフレットを市内

の小児科等へ配布する。 

こども・家庭

支援課、保育

指導課、こど

も療育センタ

ー 

③ 乳幼児健診従事者、小

児科医等への研修の実

施 

乳幼児健診等に従事する保健師、保育士等を

対象に、援助技術の習得等実践的な研修を行う

とともに、小児科医等を対象に、発達障害に関

する理解を深めるための研修を実施する。 

こども・家庭

支援課、こど

も療育センタ

ー 

④ ５歳児を対象とした

支援 

就学後の適切な支援に結び付けるため、各区

の保健センターにおいて、５歳児を対象に、心

理相談員による個別相談を実施する。  

こども・家庭

支援課 

⑤ 発達障害診療医療機

関の周知 

●早期発見、早期療育につなげるため、発達障

害の診療を行う医療機関について、市ホームペ

ージ（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲

載する。 

●また、各区相談窓口やこども療育センター等

において周知を図る。 

こども・家庭

支援課 
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２ 療育・訓練体制の充実 

  こども療育センターの医師等専門スタッフ及び外来療育教室の充実を図るとともに、

地域における療育の充実に向けた支援や発達障害者の家族への支援を行う。 

事業・取組 概要 担当 

① こども療育センター

における医師等専門ス

タッフの充実及び専門

研修の実施 

●こども療育センターの受診を希望する乳幼児

に対し、速やかに診断を行い、診断後の適切な

フォローが行えるよう、医師、心理療法士等の

専門スタッフの充実を図る。 

●こども療育センターにおいて発達障害児支援

の中核となる保育士等を育成するため、発達障

害の評価から支援までの、より専門的・実践的

な研修を実施する。 

 

こども・家庭

支援課、こど

も療育センタ

ー 

② こども療育センター

の外来療育教室の充実   

こども療育センターの外来療育教室等におい

て、教室における支援内容の改善や、言語聴覚

士、作業療法士等がタブレット型コンピュータ

を活用する等により発達障害児療育を充実させ

る。 

こども・家庭

支援課、こど

も療育センタ

ー 

③ こども療育センター

の発達障害児受入体制

の整備 

発達障害児に対して障害特性に応じた専門性

を持った療育を実施するため、こども療育セン

ター内の児童発達支援センターにおける発達障

害児の受入体制を整備する。 

こども・家庭

支援課、こど

も療育センタ

ー 

④ 地域における療育の

充実に向けた専門研修

等の実施 

●児童発達支援（未就学児）及び放課後等デイ

サービス（就学児）を実施する事業所の専門ス

タッフを対象として、ソーシャルスキルトレー

ニング（子ども自身が、状況に応じてどのよう

に行動したらよいかを練習すること。）を学ぶ研

修に加え、発達障害の評価から支援までの専門

的な研修を実施する。【拡充】 

●保育園等において発達障害児支援の中核とな

る保育士等を育成するため、発達障害の評価か

ら支援までの、より専門的・実践的な研修を実

施する。 

●こども療育センター等の職員が障害児等療育

支援事業や保育所等訪問支援において保育園等

を訪問して助言等を行うことにより、保育園等

における発達障害児支援の充実を図る。【新規】 

 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター、こど

も療育センタ

ー、障害自立

支援課 
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事業・取組 概要 担当 

⑤ 発達障害診断後の家

族への研修の実施 

●障害のある子どもの理解と対応や支援制度等

について基礎的な研修を実施する。 

●発達障害児の行動の特性を理解し、具体的で

効果的な対処法（ペアレントトレーニング）を

学ぶための実践的な研修を実施する。 

●家庭等で発達障害児がタブレット型コンピュ

ータ等のコミュニケーション・学習支援ツール

などを活用できるよう、導入方法や活用方法な

どを家族が学ぶ講座を実施する。【新規】 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター、こど

も療育センタ

ー 

 

 

３ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実 

 ⑴ 保育園等 

専門機関との連携の強化を図り、保育園等における支援の専門性を向上させるため

の研修を実施する。 

事業・取組 概要 担当 

① 発達障害児基礎研修 

会等の実施 

発達障害について正しい認識を持つとともに、

保育園等における発達障害児への気づきや関わ

り方などの一層の充実を図り系統だてて学ぶ必

要があるため、研修を実施する。 

保育指導課、

こども療育

センター 

② 発達支援コーディネ 

ーターの養成 

発達障害児やその保護者への支援の充実を図

るため、発達支援コーディネーター（保育園等に

おける発達障害児支援のリーダー）の養成講座を

公私立保育園等において実施する。また、養成講

座の内容は、医学・療育の進歩に伴い新たな情報

も取り入れていくこととする。 

 

保育指導課、

こども療育

センター 

 

 ⑵ 幼稚園・学校 

インクルーシブ教育システムの構築に向け、通常の学級に在籍する発達障害等特別

な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うた

めの校内支援体制の整備・充実を図る。 

事業・取組 概要 担当 

① 専門家チームによる

多様な巡回相談指導の

実施 

大学教授、医師、学校関係者等からなる専門

家チームを構成し、対象の幼児児童生徒への指

導の充実と総合的な校内支援体制の整備のため

の指導・助言を行う。 

教育委員会特

別支援教育課 
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事業・取組 概要 担当 

② 特別支援教育に係る

指定校への支援 

●小・中学校において、特別支援教育コーディ

ネーターの専任化を図り、インクルーシブ教育

システム構築に向けた校内体制づくり等に係る

実践的な研究に取り組む「インクルーシブ教育

システム構築実践指定校」の指定を行う。【拡充】 

●自閉症・情緒障害特別支援学級の指導の充実

を目指す「特別支援学級研究推進校」の指定を

行う。 

教育委員会特

別支援教育課 

③-1 校内の指導体制の

充実（特別支援教育コー

ディネーターの養成） 

特別支援教育コーディネーター（特別支援教

育を推進する教員）に対して、必要な知識と実

践力・指導力の育成を図るための研修会を開催

する。  

教育委員会特

別支援教育課 

③-2 校内の指導体制の

充実（個別の指導計画、

個別の教育支援計画の

作成・活用） 

適切な指導や必要な支援を行うための個別の

指導計画及び個別の教育支援計画の作成・活用

を促進する。  

教育委員会特

別支援教育課 

③-3 校内の指導体制の

充実（特別支援教育体制

充実検討会議の開催） 

小・中学校等における医療的ケア体制、イン

クルーシブ教育システムの構築、通級による指

導を含む高等学校段階の特別支援教育の推進

等、本市の特別支援教育の充実を図るための支

援体制について検討する。 

教育委員会特

別支援教育課 

④ 管理職への理解・啓発

の推進 

発達障害等特別な教育的支援を必要とする幼

児児童生徒について、また、特別支援教育に係

る園・校内体制の整備・充実の具現化について、

理解・啓発を図るために、管理職を対象に講演

会を開催するとともに指導資料を作成・配付す

る。  

教育委員会特

別支援教育課 

⑤ 特別支援教育アシス

タント事業の実施 

肢体不自由及び発達障害等、特別な教育的支

援を必要とする児童生徒が通常の学級に在籍す

る学校に対し、特別支援教育アシスタントを配

置し、学校生活における指導の補助及び安全確

保等の支援を行う。 

教育委員会特

別支援教育課 
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⑶ 地域 

発達障害者が円滑に社会生活を送るための訓練を行うとともに、生活支援及び余暇

活動の充実に取り組む。 

事業・取組 概要 担当 

① 発達障害者社会的ス

キル訓練の実施 

発達障害者を対象として、社会生活の中で人

間関係や集団行動を営んでいくための技能訓練

（ソーシャルスキルトレーニング）を実施する。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー 

② 発達障害者生活訓練

の実施 

●発達障害者が円滑に社会生活を送ることがで

きるようにするため、買い物、調理実習、公共

交通機関の利用の仕方、マナー等の生活訓練プ

ログラムを実施する。 

●発達障害者が円滑に日常生活を送ることがで

きるようにするため、片付けセミナー等を実施

する。【新規】 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー、精神保健福

祉課 

③ コミュニケーション

支援の充実 

●市民や事業所等に対し、コミュニケーション

支援ボードの活用について周知を図る。 

●発達障害者が自ら使用することができる携帯

用コミュニケーションカードや携帯電話用アプ

リケーション等の情報を収集し、市ホームペー

ジ（「発達障害支援ネットひろしま」等）等で発

達障害者やその家族、支援者等に情報提供する。 

こども・家庭支

援課 

④ 余暇活動等を支援す

るボランティアの育成   

大学、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等と連携

し、スポーツなどの余暇活動等の支援や講演会

参加時の託児などを行うボランティアを育成す

る。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー、こども療育

センター 

⑤ 交流の促進【新規】 発達障害者が交流できる機会を提供するなど、

交流の促進を図る。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー 

⑥ 災害時における発達

障害者への支援の周知 

●コミュニケーション支援ボード（災害編）や

発達障害者を対象とした防災に関するハンドブ

ック等について、市ホームページ（「発達障害支

援ネットひろしま」等）へ掲載するとともに、

市民講演会等での情報提供を行うことにより、

災害時における発達障害者への支援について周

知を図る。 

●地域の身近な支援者である民生委員等に対し

て、災害時の支援について周知を図る。【拡充】 

こども・家庭支

援課 
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４ 就労支援の充実 

  関係機関との連携強化を図るとともに、障害の特性等に応じた適切な職場実習や

職場定着などの支援の充実に取り組む。 

事業・取組 概要 担当 

① 就労に向けた生活訓

練の充実 

就労移行支援事業所等を利用している発達障

害者に対する支援の充実を図るため、発達障害

者支援センターが実施している生活訓練プログ

ラム等を活用して、当該事業所等に対し、助言

や協力を行う。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー、障害自立支

援課、精神保健

福祉課 

② 発達障害者就労準備

支援の実施 

就労に必要な社会性や対人関係能力、体力、

持久力、作業能力などの基礎づくりを図るとと

もに、協力事業所に対して発達障害の理解の向

上を図るため、発達障害者を対象に、協力事業

所での実習を実施する。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー 

③ 関係機関の連携によ

る就労支援の充実 

 

●相談支援機関、就労支援機関、就労先等の連

携による相談、就労、職場定着等の支援を充実

する。 

●障害者職業センターが実施する発達障害者を

対象とした就労支援プログラムにおいて、発達

障害者支援センターが「発達障害」、「社会資源」、

「生活支援」に関する講習会、学習会を実施す

る。 

●労働局・ハローワークが実施する企業に雇用

されている方を対象とした発達障害の理解と対

応に関する養成講座において、発達障害者支援

センターの職員が講師として講座を実施する。

【新規】 

●発達障害者支援センター、障害者職業センタ

ー、ハローワーク、障害者就業・生活支援セン

ターがそれぞれの役割に従い、発達障害者に効

率的に就労支援を行う。 

 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー、障害福祉 

課、障害自立支

援課、精神保健

福祉課 

④ 企業に対する普及・啓

発【新規】 

企業向けセミナー等で発達障害の特性や発

達障害者を雇用する際に配慮すべきことなど

を周知する。 

こども・家庭支

援課、発達障害

者支援センタ

ー、障害自立支

援課 
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５ 相談支援の充実 
   発達障害者及びその家族に対して、適切な助言や情報提供等を行う相談の場を充実さ

せるとともに、関係機関が連携して連続性のある支援を行う。 

事業・取組 概要 担当 

① 相談支援事業所の 

周知 

●障害児及び障害者の支援を行う相談支援事業

所などについて、市ホームページ（「発達障害支

援ネットひろしま」等）へ掲載する。 

●また、各区相談窓口やこども療育センター等に

おいて周知を図る。 

こども・家庭

支援課 

② 発達障害者相談支

援従事者研修の実施   

相談支援事業所等の職員及び行政機関相談従

事者に対して、身近な地域において的確な相談支

援が可能となるよう、特性のアセスメントや支援

方法のプランニングなどの研修を実施する。 

 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター 

③ 相談窓口用聴き取

りシートの作成・導入 

【新規】 

発達障害者の相談窓口の職員が発達障害の特

性等をその場で簡便に聴き取り、的確な相談対応

などに使用できる聴き取りシートを作成し、導入

する。 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター 

④ ペアレントメンタ

ー制度の実施【新規】 

発達障害のある子どもの子育て経験のある保

護者が、その経験を活かし、子どもが発達障害の

診断を受けた保護者などに対して相談や助言を

行う「ペアレントメンター制度」を実施する。 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター、こど

も療育センタ

ー 

⑤ 発達障害者オープ

ン相談の場の運営 

発達障害者を対象として、人と関わることので

きる機会を提供するとともに、発達障害者が持つ

悩みや不安に対する相談支援等を行う。 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター 

⑥ 継続した支援を行

うためのツールの活

用 

 

支援が必要となる発達障害者等のプロフィー

ル、こども療育センターでの支援内容等を保護者

が書き綴り、関係機関（医師、学校の教師等）に

提示できるサポートファイルをこども療育セン

ター等で保護者に配付するとともに、サポートフ

ァイルの意義や書き方などの研修会を開催する。 

 

こども・家庭

支援課 

⑦ 関係機関の連携に

よる支援の実施 

 

発達障害者支援センターが相談を受けている

ケース等について、ケース会議等に参加し、支

援の方向性などについて関係機関と検討し、連

携して支援を行う。 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター 
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事業・取組 概要 担当 

⑧ 情報提供の充実 

 

市ホームページ内の「発達障害支援ネットひろ

しま」において、発達障害者への支援に関する情

報（医療費補助等の福祉制度、相談支援事業所等

の相談窓口、就労支援の取組等）を集約し、リソ

ースマップとして掲載したり、パンフレットに相

談支援機関の一覧を掲載するなど情報提供の充実

を図る。 

こども・家庭

支援課 

 

 

６ 発達障害についての理解の促進と社会的障壁の除去の推進 

  発達障害の特性、発達障害者及びその家族が抱える困難さ、発達障害者との関わり方

等発達障害について市民の理解を促進するための講演会等を開催するとともに、発達障

害者の家族の障害受容や社会的障壁の除去に向けた取組を行う。 

事業・取組 概要 担当 

① 啓発イベントの実施   ●市民を対象として、発達障害の特性、身近な地

域での支援の重要性、発達障害者との関わり方等

について理解を促進するために、関係機関との連

携のもと専門家による講演会を実施する。 

●世界自閉症啓発デー及び発達障害啓発週間に

関連して、広島城のブルーライトアップ等を実施

する。 

こども・家庭

支援課、教育

委員会特別支

援教育課、発

達障害者支援

センター 

② 市職員、公共施設等職

員、企業等職員への啓発

研修の実施 

●各区相談窓口等の市職員を対象として、大人

の発達障害に関する理解と対応等についての研

修やパンフレットの配付等を行う。 

●スポーツ、文化施設をはじめとする公共施設

等の職員及び企業・事業所の職員を対象として、

発達障害に関する理解と対応等についての研修

やパンフレットの配付等を行う。 

精神保健福祉

センター、こ

ども・家庭支

援課、発達障

害者支援セン

ター、こども

療育センター 

③ 発達障害者家族の集

い等の開催 

●１８歳未満の発達障害者の家族を対象として、

障害の早期受容と支援制度等の周知を図るため、

同じ悩みを抱える家族同士が気軽に情報交換が

できる場（発達障害者家族の集い）を提供する。 

●１８歳以上の発達障害者の家族を対象とした

情報交換ができる場（成人期発達障害者家族の

集い）を提供する。 

●思春期、青年期の発達障害者の家族を対象に、

心の理解や日常的な相談援助の方法などに関す

る講座を開催する。【新規】 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター、こど

も療育センタ

ー 
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事業・取組 概要 担当 

④ パンフレット等の作

成・配布 

●発達障害についての入門的な啓発用パンフレ

ットを作成し、研修会等での配布及び公共施設

等への設置を行う。 

●発達障害者への具体的な対応例を掲載したパ

ンフレットを作成し、研修会等での配布及び公

共施設等への設置を行う。 

●発達障害者やその家族がどこに行けばどのよ

うな支援、サービスを受けることができるのか

をまとめた小冊子を作成し、配布する。 

こども・家庭

支援課、発達

障害者支援セ

ンター、こど

も療育センタ

ー 

⑤ 情報発信 市民と市政などの広報紙及び市ホームページ

内の「発達障害支援ネットひろしま」、「特別支

援教育」等に、発達障害の特性、広島市の取組

等を掲載する。 

こども・家庭

支援課、教育

委員会特別支

援教育課 

⑥ 障害者差別解消法の

周知【新規】 

障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去

や合理的配慮の提供等について、市ホームページ

（「発達障害支援ネットひろしま」等）へ掲載す

るなど、周知を図る。 

こども・家庭

支援課、障害

福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

７ 年度別の事業展開 

 ⑴ 早期発見のための取組・体制の充実 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 保護者への普

及啓発 

 パンフレットの作成・配布 
 

パンフレットの作成・配布 パンフレットの作成・配布 

② 要観察児及び

保護者への支援 

親子教室の開催（各区で実施） 

 

相談先案内用リーフレット配

布 

 

親子教室の開催（各区で実施） 

 

相談先案内用リーフレット配

布 

 

親子教室の開催（各区で実施） 

 

相談先案内用リーフレット配

布 

 

③ 乳幼児健診従事

者、小児科医等へ 

の研修の実施 

健診従事者等への研修の実施 

 

健診従事者等への研修の実施 健診従事者等への研修の実施 

 

④ ５歳児を対象

とした支援 

発達相談の実施（各区で実施） 

 
発達相談の実施（各区で実施） 発達相談の実施（各区で実施） 

⑤ 発達障害診療

医療機関の周知  

市ホームページへの掲載 

各区相談窓口等での周知 

市ホームページへの掲載 

各区相談窓口等での周知 

市ホームページへの掲載 

各区相談窓口等での周知 

 
⑵ 療育・訓練体制の充実 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① こども療育セ

ンターにおける

医師等専門スタ

ッフの充実及び

専門研修の実施 

 

 

スタッフの充実 

 

保育士等の研修の実施 

 

   スタッフの充実 
 

保育士等の研修の実施 

 

スタッフの充実 

 

保育士等の研修の実施 

② こども療育セ

ンターの外来療

育教室の充実 

専門家による評価・指導（年３回） 

 

教室の支援内容の改善やタブ

レット型コンピュータの活用 

 

 

教室の支援内容の改善やタブ

レット型コンピュータの活用 

 

 

教室の支援内容の改善やタブ

レット型コンピュータの活用 

 

③ こども療育セ

ンターの発達障

害児受入体制の

整備 

北部こども療育センター・こ

ども療育センター（光町）で

の受入体制整備 

北部こども療育センター・こ

ども療育センター（光町）で

の受入体制整備 

北部こども療育センター・こ

ども療育センター（光町）で

の受入体制整備・受入 

④ 地域における

療育の充実に向

けた専門研修等

の実施 

 

 

研修の実施 

 

保育園等を対象とした研修の

内容検討・実施 

 

研修拡充内容の検討 

 

保育園等を対象とした研修の

内容検討・実施 

保育所等訪問・助言 

研修拡充内容の検討・実施 

 

保育園等を対象とした研修の

内容検討・実施 

保育所等訪問・助言 

⑤ 発達障害診断

後の家族への研

修の実施 

  

基礎的研修の実施 

実践的研修の実施 

 

基礎的研修の実施 

実践的研修の実施 

講座の内容検討 

 

基礎的研修の実施 

実践的研修の実施 

検討・実施 
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⑶ 保育園等・幼稚園・学校及び地域における支援の充実 

 

【保育園等】 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 発達障害児基

礎研修会等の実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

② 発達支援コー

ディネーターの

養成 

養成講座の実施 養成講座の実施 養成講座の実施 

 

  
【幼稚園・学校】 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 専門家チーム

による多様な巡

回相談指導の実

施 

 
巡回相談指導の実施 

 

巡回相談指導の実施 
 

巡回相談指導の実施 

② 特別支援教育

に係る指定校へ

の支援 

 

特別支援教育推進校の指定 

特別支援学級研究推進校の指定 

インクルーシブ教育システム

構築実践指定校の指定 

特別支援学級研究推進校の指定 

インクルーシブ教育システム

構築実践指定校の指定 

特別支援学級研究推進校の指定 

③ 校内の指導体

制の充実 

特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

個別の指導計画等の作成・活用 

 

特別支援教育体制充実検討会

議の開催 

 

特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

個別の指導計画等の作成・活用 

 

特別支援教育体制充実検討会

議の開催 

 

特別支援教育コーディネータ

ー研修会の開催 

 

個別の指導計画等の作成・活用 

 

特別支援教育体制充実検討会

議の開催 

 

④ 管理職への理

解・啓発の推進 

講演会の開催、指導資料の作

成・配付 

 

講演会の開催、指導資料の作

成・配付 
講演会の開催、指導資料の作

成・配付 

⑤ 特別支援教育

アシスタント事

業の実施 

特別支援教育アシスタントの

配置 

 

特別支援教育アシスタントの

配置 
 

特別支援教育アシスタントの

配置 

 

   

【地域】 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 発達障害者社

会的スキル訓練

の実施 

 

   実施 
 

実施 
 

実施 

② 発達障害者生

活訓練の実施 

 

 

実施 実施 

内容の検討 

実施 

検討・実施 
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事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

③ コミュニケー

ション支援の充

実 

 

 

コミュニケーション支援ボー

ドの周知 

 

携帯用アプリ等を市ホームペ

ージ等で情報提供 

コミュニケーション支援ボー

ドの周知 

 

携帯用アプリ等を市ホームペ

ージ等で情報提供 

コミュニケーション支援ボー

ドの周知 

 

携帯用アプリ等を市ホームペ

ージ等で情報提供 

 

④ 余暇活動等を

支援するボラン

ティアの育成  

 
研修等の実施 

 
研修等の実施 

 

 
研修等の実施 

⑤ 交流の促進 

【新規】 

 内容の検討 検討・実施 

⑥ 災害時におけ

る発達障害者へ

の支援の周知 

 

 

コミュニケーション支援ボー

ド（災害編）、防災ハンドブッ

ク等の周知 

 

コミュニケーション支援ボー

ド（災害編）等の民生委員等

への周知 

コミュニケーション支援ボー

ド（災害編）、防災ハンドブッ

ク等の周知 

 

災害時の支援について民生委

員等への周知内容等の検討 

 

 

コミュニケーション支援ボー

ド（災害編）、防災ハンドブッ

ク等の周知 

 
検討・実施 

 

 
 ⑷ 就労支援の充実 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 就労に向けた

生活訓練の充実 

実施 
 

実施 実施 

② 発達障害者就

労準備支援の実

施 

実施 実施 実施 

③ 関係機関の連

携による就労支

援の充実 

連携による支援 

 
障害者職業ｾﾝﾀｰ就労支援ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑにおける講習会等の実施 

 

 

 

効率的な支援を実施 

連携による支援 
 

障害者職業ｾﾝﾀｰ就労支援ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑにおける講習会等の実施 

 

講師として講座を実施 

 

効率的な支援を実施 

 

連携による支援 
 

障害者職業ｾﾝﾀｰ就労支援ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑにおける講習会等の実施 
 

講師として講座を実施 

 
効率的な支援を実施 

④ 企業に対する

普及・啓発【新規】 

 

 

 

 

周知内容・方法の検討 

 

検討・実施 

 

 ⑸ 相談支援の充実 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 相談支援事業 

所の周知 

 

市ホームページへの掲載 

 

各区相談窓口等での周知 

市ホームページへの掲載 

 

各区相談窓口等での周知 

 

市ホームページへの掲載 

 

各区相談窓口等での周知 
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事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

② 発達障害者相

談支援従事者研

修の実施   

 

研修の実施 

 

研修の実施 
 

研修の実施 

③ 相談窓口用聴

き取りシートの

作成・導入【新規】 

 

内容の検討 
 

導入に向けた内容の検討 

 

作成・導入 

 

④ ペアレントメ

ンター制度の実

施【新規】 

 
制度の検討 

 

実施に向けた検討・実施 

 
検討・実施 

⑤ 発達障害者オ

ープン相談の場

の運営 

 

オープン相談の場の運営 

 

 

オープン相談の場の運営 

 

 

オープン相談の場の運営 

 

⑥ 継続した支援

を行うためのツ

ールの活用 

サポートファイルの配付、研

修会の開催 

サポートファイルの配付、研

修会の開催 

サポートファイルの配付、研

修会の開催 

 

⑦ 関係機関の連

携による支援の

実施 

連携して支援 

 

連携して支援 

 

 

連携して支援 

 

⑧ 情報提供の充

実 

市ホームページ等の充実 市ホームページ等の充実 
 

市ホームページ等の充実 

 
⑹ 発達障害についての理解の促進と社会的障壁の除去の推進 

事業・取組 29（2017）年度 30（2018）年度 
31～35（2019～
2023）年度 

① 啓発イベント 

の実施 

講演会の開催 

検討・実施 

 

講演会の開催 
検討・実施 

講演会の開催 
検討・実施 

② 市職員、公共 

施設等職員、企 

業等職員への啓

発研修の実施 

 

研修の実施 

 
研修の実施 

 
研修の実施 

③ 発達障害者家

族の集い等の開

催 

 

 

発達障害者家族の集い開催 

成人期発達障害者家族の集い開催 

 

発達障害者家族の集い開催 

成人期発達障害者家族の集い開催 

講座の内容検討 

発達障害者家族の集い開催 

成人期発達障害者家族の集い開催 

検討・実施 

④ パンフレット

等の作成・配布 

啓発用パンフレット作成・配

布 

具体的対応例を掲載したパン

フレット作成・配布 

小冊子作成・配布 

啓発用パンフレット作成・配

布 
具体的対応例を掲載したパン

フレット作成・配布 

小冊子作成・配布 

 

啓発用パンフレット作成・配

布 
具体的対応例を掲載したパン

フレット作成・配布 

小冊子作成・配布 

⑤ 情報発信 

 

市ホームページ等への掲載 市ホームページ等への掲載 市ホームページ等への掲載 

⑥ 障害者差別解

消法の周知【新

規】 

  

市ホームページ等で周知 

 

市ホームページ等で周知 
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《参考》 検討経過 

広島市発達障害者支援連絡調整会議の開催状況 

広島市発達障害者支援連絡調整会議とは、学識経験者、家族の代表、関係機関等で構成

し、発達障害者に対する総合的なサービスのあり方を検討するとともに、発達障害者支援

センターの実施状況の報告、連絡調整などを行うための会議である。 

 

開催時期 協議内容 

平成２９（2017）年 ３月２２日 
プログラムの改定について 

（事業・取組における現状と課題、スケジュール等） 

平成２９（2017）年 ８月 ７日 プログラム（原案）について（新旧比較） 

平成２９（2017）年１２月 ５日 プログラム（素案）について 

平成３０（2018）年 ３月１５日 プログラム（案）について 

 

広島市発達障害者支援連絡調整会議 委員名簿 

任期 平成 28（2016）年 7月 1日～平成 30（2018）年 3月 31日 

       （５０音順、敬称略） 

氏  名 所 属 団 体 等 

浅田 護 安芸地区医師会 学校医委員会 委員 

植木 康敬 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 広島支部 

広島障害者職業センター 主任障害者職業カウンセラー 

垣中 友子 医療法人せのがわ 地域生活支援センター「モルゲンロート」施設長 

金子 努 県立広島大学 保健福祉学部 人間福祉学科 教授 

﨑岡 洋己 広島東公共職業安定所 統括職業指導官 

杉野 禮俊 安佐医師会 理事 

李木 明徳 広島文教女子大学 人間科学部 人間福祉学科 教授 

堂面 政俊 広島市医師会 常任理事 

増谷 聡子 特定非営利活動法人広島自閉症協会 副理事長 

松田 文雄 医療法人翠星会 松田病院 院長 

三戸 律恵 広島発達障害親の会「明日葉」 代表 

山田 絹子 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会 評議員 

山本 和紀 医療法人翠和会 地域生活支援センターいつかいち 施設長 

米川 晃 社会福祉法人柏学園 理事長（瀬野川学園障害者相談支援事業所） 

（注）平成３０（2018）年３月１日現在のものである。 

 

【前委員】 

氏  名 所 属 団 体 等 

東 義行 広島東公共職業安定所 統括職業指導官 

所属団体等は就任当時のもの 


